
別記様式12号
対馬南警察署協議会令和７年度第３回会議議事概要

日 時 令和７年10月29日(水） 13時20分～15時00分

場 所 対馬南警察署３階講堂

１ 協議会委員
播磨会長 松尾委員 澁江委員 神宮委員 村委員

２ 警察署
出 席 者 松本署長 銭坪副署長 大庭交通課長

３ 書 記
警務係長

１ 提出意見に対する推進状況について
署長から、令和７年度第２回定例会における提出意見である「観

光客及び住民に対する交通安全啓発の推進」について、次のとおり
説明があった。
(1) 広報用ポスターの作成及び配布・掲示を実施した。
(2) 各種媒体を活用した広報を実施した。
(3) 飲食店・ガソリンスタンドと連携した交通ルール周知広報を実
施した。

２ 令和７年７月から９月までの業務重点推進結果について
(1) 警察相談窓口の周知徹底と利用促進

副署長から、次のとおり説明があった。
ア 相談事案に基づく被害防止を目的とした相談窓口広報

会議の状況 (ｱ) ニセ電話詐欺被害防止チラシによる広報
(ｲ) 光回線契約トラブルに関する注意喚起チラシの作成・配布
(ｳ) ＮＴＴドコモを騙る詐欺予兆電話に対する注意喚起広報
(ｴ) コンビニエンスストア等と連携した電子マネー詐欺被害防
止広報

イ 「警察相談の日」に関する広報活動
(ｱ) 各種広報媒体を活用した警察相談窓口の周知活動
(ｲ) 出張相談所の開設

(2) 総合的な犯罪抑止対策の推進
署長から、次のとおり説明があった。
ア ニセ電話詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺被害防止対策の
推進
(ｱ) ニセ電話詐欺等被害防止キャンペーンの実施
(ｲ) 各種講話における防犯指導の実施
(ｳ) 自動通話録音機の設置及び国際電話利用休止サービスの推進
(ｴ) 国際電話利用休止措置に関するチラシの配布
(ｵ) 宅配事業利用者に対する広報資料の配付依頼等の実施
(ｶ) ニセ電話詐欺被害防止功労者等に対する署長感謝状の贈呈

イ 夏期における少年の非行・犯罪被害防止対策の推進



(ｱ) 少年補導員との合同での対策の実施
(ｲ) 対馬南署管内学校警察連絡協議会における教員との意見交換
(ｳ) 闇バイト・各種犯罪被害防止に係る講話等の実施
(ｴ) 自動車教習所における闇バイト等被害防止広報活動の実施

(3) 飲酒運転の根絶
交通課長から、次のとおり説明があった。
指導取締り及び広報啓発活動の推進

ア 飲酒運転取締り等の実施
イ 各種広報の実施
ウ 交通安全運動に伴う各種キャンペーンの実施
エ 飲酒ゴーグルを活用した飲酒運転の危険性の周知

(4) 国際テロ対策の推進
会議の状況 署長から、次のとおり説明があった。

ア 関係機関との連携強化
(ｱ) 厳原港港湾危機管理コアメンバーとの連携等
(ｲ) 対馬南地区沿岸協力会との連携等

イ 管理者対策及び広報活動の推進
(5) 夏期における水難・山岳事故防止

署長から、次のとおり説明があった。
ア 山岳関係
(ｱ) 山岳事故の発生状況
(ｲ) 警ら活動・広報活動

イ 水難関係
(ｱ) 海水浴場の開設期間及び利用者数の状況
(ｲ) 水難事故の発生状況
(ｳ) 学校関係者に対する指導依頼の実施
(ｴ) 警ら活動・広報活動

ウ ミニ広報紙による広報活動等の実施

３ 令和７年10月から12月までの業務推進計画について
(1) 犯罪被害者支援活動の周知広報の推進

副署長から、次のとおり説明があった。
各種広報媒体等を活用した犯罪被害者支援活動

(2) 総合的な犯罪抑止対策の推進
署長から、次のとおり説明があった。

ア ニセ電話詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺被害防止対策の推進
イ 少年の非行・犯罪被害防止対策の推進

(3) 年末に向けた交通事故抑止対策の推進
交通課長から、次のとおり説明があった。

ア 交通指導取締りの強化
イ 高齢者及び歩行者を重点対象とした交通事故防止対策の更な
る推進

(4) 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に伴う取組の推進
署長から、次のとおり説明があった。
あらゆる機会を通じた広報活動の推進

(5) 各種警戒活動の強化
署長から、次のとおり説明があった。

ア 制服警察官による犯罪発生多発地域における警戒活動の強化
イ 職務質問による犯罪検挙



１ 歳末期における街頭活動の強化
登下校時の不審者対策など警戒を強化してほしい。

提 出 意 見 ２ 交通マナーアップに向けた各種取組の推進
年末に向け、交通事故や交通違反の増加が予想されるので交通マ

ナー向上のための取組をお願いしたい。


